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人口調べ

( 昭和50年1 月1 日現在)

世帯196, 454
男309, 196
女300, 597
計609, 793

( 前月より280 人増)

あ な たも 積 極的に

ご 参 加 を

スポーツ講習会・各種講座
区では、みなさんの健康増進・体力づくり
のためのスポーツ講習会や余暇を利用して、
教養を高められるように文化講座を開催する
など。みなさんの手助けになるよう各種の行
事を行なっています。また、少年少女の健全
育成を図るための ¨少年鼓笛隊・合唱団" の
養成や少年団体の育成に力を入れています。
そこで今回は、みなさんが気軽に参加できる
催しものを紹介してみました。

●

青
年
文
化
教

室

科
目
　
孔
版
・
手
芸
(
(
リ
エ
)

定
員
　
各
科
五
十
名
(
先
着
順
)

期
間
　
二
月
十
三
日
(
木
)
～
三
月

二
十
五
日
(
火
)
午
後
六
時
三
十

分
?
(
時
三
十
分
毎
週
火
・
木

曜
日
の
二
回

延
十
二
白
閭

場
所
　
足
立
区
青
年
館
(
東
武
線
大

師
前
駅
下
車
)

対
象
　
区
内
在
住
・
在
動
の
二
十
五

歳
ま
で
の
方

受
講
料
　
無
料
(
教
材
費
は
実
費
負

担
)

申
込
み
　
二
月
五
日
(
水
)
午
前
九

時
か
ら
次
の
と
こ
ろ
で
受
付
け
ま

す
。足
立
区
青
年
館
　
(
九
〇
?

O
O

ご
)

●
足
立
区
少
年
鼓
笛
隊

・
合
唱
団

十
周
年
記
念
発
表
会

昭
和
四
十
年
に
発
足
し
た
足
立
区

少
年
鼓
笛
隊
・
合
唱
団
も
、
今
年
で

十
年
目
を
む
か
え
ま
し
た
。
毎
週
土

曜
日
、
足
立
区
の
少
年
少
女
達
か
鼓

陌
隊
・
合
唱
団
活
動
に
よ
る
情
操
教

育
を
通
じ
て
あ
た
た
か
い
、
豊
か
な

心
持
ち
や
、
す
ば
ら
し
い
友
情
を
育

て
て
き
ま
し
气

日
頃
、
区
の
各
種

一凵
事
を
通
じ
て
、
み
な
さ
人
力
温
い

ご
理
解
と
こ
声
援
を
い
た
た
い
て
い

ま
す
か
、
十
年
目
を
機
会
に
い
っ
そ

う
の
発
展
を
期
し
て
い
ま
す

。

日
時
　
二
月
二
十
三
日
(
日
)
午
後

○
時
三
十
分

場
所
　

咀
立
区
文
化
会
館

内
容
　
第
一
部

式
典

第
二
部

発
表
会

組
曲

羊

ど
も
の

四

ヂ

他

合
唱
団
・
鼓
笛
隊
発
表

問
い
合
わ
せ
は
、
教
育
委
員
会
青

少
年
係
へ

。

●

16

ミ

リ

映

写

機

講

習

会

日
時
1
百
十
二
日
(
水
)
?
十
四

日
(
金
)
・
二
月
十
(
日
(
火
)
?

二
十
日
(
木
)
午
後
六
時
?
(

時
三
十
分

延
六
巳
間

場
所
=
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
別

館
三
階
(
綾
瀬
駅
東
口
下
車
)

対
象
l
区
内
在
住
・
在
動
の
方

定
員
儿
五
十
名

申
込
み
・
受
付
け
=
二
月
五
日
(
水
)

か
ら
、
教
育
委
貝
会
文
化
係
で
受

付
け
ま
す
。(
電
話
可
)

●

区

民

ス

ケ

ー

ト大

会

日
時
-
二
月
二
十
二
日
(
土
)
午
後

六
時
?
九
時

場
所
F
ヤ
コ
ウ
ユ
ケ
ー
ト
プ
ー
ル

対
象
ノ

耿
区
政
(
小
・
中
学

生

は
、
同
伴
者
)

定
員
一
二
百
名

申
込
み
上
一
月
十
九
日
汞
)
ま
で

に
忝
加
贊
昂
亟
え
て
ツ
バ
メ
ヤ
ス

ポ
ー
ツ
ミ
に
膃
一
万
を
ま
た
は

足
立
区
ス
ヶ
I
ト
冷
-
盟
(
千
佳
寿

町
二
六
i
五
)
へ

参
加
費
上
一
言
円

●

区

民

フ

ォ

ー

ク

ダ

ン

ス

の

夕

べ

日
時
　
二
目
ピ
ュ
目

采
)

午
後
六

時
三
卜
分

場
所
　
区
立
千
寿
第
三
小
学
校

会
費
　
無
糾

問
い
合
わ
せ
先
　
趾
立
区
フ
″
-
ク

ダ
ン
ユ
連
盟
(
(
(

一
丿
九
〇
六

五
)

●

区

民

ス

キ

ー

ス

ク

ー

ル

期
日
一
三
月
(
日
(
土
T

三
月
十
一

貝

火
)
三
泊
四
日

最

中
一
泊
)

場
所
-
志
賀
高
原
一
の
噸
ご
丁
場

定
員
―
回

玉

名
(
定
貝
に
な
り
次

碼
締
切
り
)

会
費

一
万
七
千
円

申
込
み
I
足
立
区
ス
キ
ー
協
会
堀

内
借
滷
宅
(
千
ぽ
宮
元
町
一
五
-

九
　

八
八
一
丁

ヒ
ヒ
ベ
气
)

16 ミ リ 講 習 会 風 景

福
祉
事
業
あ
ん
な
い

▼
国
民
年
金
保
険
料

を
貸
付
け

―
再
開
五
年
年
金
―

す
で
に
再
開
五
年
年
金
に
加
入
さ

れ
て
い
ろ
方
で

、
さ
か
の
ぼ
り
分
の

保
険
科
の
納
付
に
お
困
り
の
方
に
、

保
険
粕
の
峭
卜
資
金
を
次
の
要
飯
で

お
貸
し
し
ま
气

申
込
資
格
一
本
人
の
所
得
金
額
い
百

万
四
千
一
ご
口
円
以
下
の
方
(
東
京

都
の
老
人
。歹
療
費
の
助
成
か
I
受
け

ろ
場
合
の
所
碍
制
限
と
同
し
)
で
、

加
入
卜
亙
て
ゐ
さ
か
の
ほ
り
分
の

保
険
科
に
お
困
り
の
力

貸
付
額
―
昭
和
四
丿
五
年
六
月
分
か

ら
昭
和
四
十
九
汁
三
月
分
ま
て
の

仁
険
料
回
三

千
口
百
円
以
内

肖
賢
金
の
貸
什
け
は
、
区
が
本
人
に

代
っ
て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
行
な
い
ま
す
。

貸
付
条
件
-
無
利
子
、無
担
保
、保

証
人
不
要

償
還
方
法
―
や
齢
士
鷽
を
初
め
て
受

け
た一
川
か
ら
一
年
以
内
に
、
四
回

に
分
割
し
て
僚
還

受
付
期
間
上

戸

二
十
口
(
木
)
か

ら
三
卜
。三
十
一
日
(
月
)
ま
で

持
参
す
る
物
―
国
民
年
金
手
帳
・
老

人
。医
默
回

受
給
者
の
み
)
・
印
鑑

申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
は
、
区
役

所
二
階
卜
民
爿
金
踪
怜
に
係
へ
ど
う

气▼
家
事
援
助
者
を

派
遣
し
ま
す

0
抖
障
害
肖
つ
か
か
え
て
い
る
ご

家
庭
に
対
し
て
、
冢
7
援
助
者
を
派

遣
し
ま
す
。

▽
対
象
と
な
る
世
帯
は
・・・

m
重
度
の
精
薄
、
ま
た
は
二
級
以

上
白
身
体
障
害
者
ふ
看
し
、
日
常

生
活
上
の
介
護
が
必
要
で
あ
る
方

の
い
る
世
帯

田
中
度
以
上
の
精
薄
、
あ
る
い
は

】遥
以
上
の
身
体
障
害
を
有
す
る

方
、ま
た
は
そ
の
万
々
介
護
す
る
　

家
族
の
一
時
的
な
疾
病
な
と
に
よ

り
、そ
の
世
帯
の
日
常
生
活
が
著

し
く
妨
げ
ら
れ
る
世
帯

糸
次
の
万
は
、
派
遣
の
対
象
に
該
当

し
ま
せ
ん
。

福
祉
小
務
所
か
ら
家
庭
奉
仕
員
か

派
遣
さ
れ
て
い
る
世
帯

▽
サ
ー
ビ
ス
は
…

食
事
の
世
話
、
洗
濯
、
掃
除
f
身

の
回
り
の
世
話
な
ど

▽
申
請
に
必
要
な
も
の
は
=

印
か
ん
、
身
体
障
害
者
手
帳
、
ま

た
は
愛
の
手
帳

▽
受
付
け
は
・
・
-

区
役
所
二
階
援
護
係
へ

。

▼
児
童
手
当
金
を

振
込
み
ま
す

昭
和
五
十
年
二
月
期
支
払
分
(
昭

和
四
十
九
年
十
月
か
ら
昭
和
五
十
年

一
月
分
ま
で
)
の
児
童
手
当
金
は
、

二
月
十
二
日
に
あ
な
た
の
指
定
し
た

金
融
機
関
に
振
込
み
ま
す
の
で
、
お

受
取
り
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
は
、
区
役
所
児
童
手

当
係
へ
ど
う
ぞ
。

募

集

し

ま

す

■
施
設
見
学
会
に

ご
参
加
を

区
で
は
、区
民
の
方
を
対
象
に
、施

設
見
学
会
そ
実
施
し
て
い
ま
す

。
ご

希
望
の
方
は
、
ふ
る
っ
て
お
申
込
み

く
だ
さ
い
。

■
参
加
資
格
-
区
内
在
住
の
満
二
十

歳
以
上
の
方

■
日
時
上
一
月
二
十
六
日
(
水
)
・

ニ
ト
七
日
(
木
)
の
二
日
間

■
見
学
施
設
―
川
田
橋
排
水
楊
、
中

夬
図
書
館
、
健
全
の
家
、
花
畑
大

鷲
神
社
、
教
育
セ
ン
タ
ー

■
定
員
-
一
日
二
十
名
、計
四
十
名

(
た
だ
し
、
応
募
者
か
多
歎
の
場

合
は
、
抽
せ
ん
に
よ
る
)

■
申
込
み
期
間
-
二
月
五
日
(
水
)

か
ら
八
日
(
土
)
正
午
ま
で

■
参
加
費
-
無
料
(
昼
食
は
、こ
ち

ら
で
用
意
し
ま
す
)

■
申
込
み
方
法
-
広
報
課
ま
で
電
話

で
ど
う
ぞ
。

■

ア

ル

バ

イ

ト

募

集

募
集
人
員
¶
高
卒
程
度
四
十
歳
以
下

若
干
名

事
務
内
容
上

般
ボ
務

期
間
-
三
か
月
印
度

日
給
-
千
(
百
円
(
六
。
。
。間
動
杤
)

申
込
み

卜
役
所
皿
税
ぷ
戸
務
係

■

生

徒

募

集

<
職
業
訓
練
大
学
校
附
属
短
期
学
部
>

募
集
人
員
―
j
俚
賤
皿
飭
・
公
属
成

型
科
・
自
川
ぶ
隧
・
℡
気
科
・
電

子
阿
・
建
桑
阿
・
室
哩

府

科
・

環
境
化
学
利
=
各
ニ
ヤ
名

応
募
資
格
-
高
等
学
校
を
卒
業
し
た

方
(
昭
和
五
1
年
三
川
卒
業
見
込

み
の
万
も
忿
し
)
お
よ
び
向
等
以

上
の
学
力
を
有
す
る
方

試
験
科
目
―
外
国
蹈
・
数
学
・
理
科

出
願
期
限
-
一
三
月
孔
口
(
氷
)
ま
で

試
験
日
上
一
斤
十
四
日
(
岔
)

受
付
一
級
業
訓
練
人
辛
校
町
臨
短
期

学
部
学
生
課
(
〒
即
小
申
巾
小
川

西
町
ニ
ー
こ
(
○
　
G
四
二
三
-

四
一
-
三
三
三
一
)

<
新
宿
婦
人
専
修
職
業
訓
練
校
>

募
集
人
員
-
イ
ン
テ
リ
ア
サ
ー
ヒ
ヱ

科
・
調
理
科
儿
一
十
五
名

福
祉

ヘ
ル
パ
ー
科
L
二
十
名
(
期
間
は

い
ず
れ
も
六
か
月
間
)

応
募
資
格
1
攵
性
の
方
な
ら
学
歴
は

問
い
ま
せ
ん
が
、
お
お
ひ
ね
三
十

五
歳
以
上
の
方

募
集
期
限
上
百
十
五
日
(
土
)

選
考
日
-
二
弓
二
十
四
日
(
月
)

受
付
-
頃
嗔
部
立
町
政
婦
人
専
修
職

業
訓
練
皎
【
〒
ぶ
ド
宿
ぽ
戸
山
町
　

二
〇
二
-
五
一
〇
】
ヱ
ユ
)

<
都
立
商
科
短
期
大
学
>

募
集
人
員
¶
経
営
字
科
第
二
部
(
夜

間
三
か
年
)
(

十
名

出
願
期
間
上
一
月
十
七
日
(
月
)
?

二
士

百
(

古

試
験
日
-
三
月
十
六
日
(
日
)

試
験
科
目
-
国
語
、外
国
語
訥
、社
会
、

商
業
ま
た
は
数
学
(
選
択
)

受
付
―
都
立
商
科
短
期
大
学
経
営
学

科
事
務
室
教
務
係
(
〒
囹
中
央
区

晴
海
一
-
ニ
ー
ー
　
五
三
三
-

四
三
七
二
)

■
環
境
週
間
の

標
語
を
募
集

▽
応
募
規
定
　
内
容
は
公

害
の

防

止
、
自
然
の
保
誕
な
ど
環
境
の
保

个
の
意
義
を
強
調
し
た
も
の

▽
応
募
方
法
　
官
製
は
が
き
一
枚
に

原
語
で
、
住
所
(
都
道
府
県
名

記
人
)
・
氏
名
・
年
齢
・
職
藁
・
郵

便
番
号
・
陬
が
番
り
明
記
の
こ
と

▽
送
り
先
　
環
塊
庁
総
務
課
広
報
室

〒
1
0
0爿
代
田
区
霞
ヶ
関
三
上

よ

▼
締
切
り
　
二
月
二
十
(
日
(
金
)

▽
発
表
　
四
月
上
旬

▽
賞
　
入
選
作
品
、
鬯
作
作
品
に
つ

い
て
は
賀
状
と
記
念
品
を
贈
呈

▽
問
い
合
わ
せ
先
　
環
境
斤
総
務
課

広
川
室
営
五
(
1
1
-
三
三
五
一
内

線
二
四
一
七
・
二
四
二
六

区
政
モ
ニ
タ
ー

募
集
中
!

く
わ
し
く
は
広
報
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ
し
ま
す

□
区
長
選
挙

区
議
会
議
員
選
挙

立
候
補
予
定
者
説
明
会

四
月
ニ
ト
七
日
(
日
)
に
行
な
わ

れ
ろ
選
挙
の
皀
侯
哺
予
定
耆
説
明
会

を
次
の
と
お
り
鬨
催
し
ま
す
。

こ
れ
ら
の
選
挙
に
立
候
補
を
予
定

さ
れ
て
い
る
万
は
、
必
ず
ご
出
席
く

だ
さ
い
。

<
区
長
選
挙
立
候
補
予
定
者
>

日
時
　
二
月
二
十
五
日
(
火
)
午
後

一
時
三
十
分

<
区
議
会
議
員
選
挙
立
候
補
予
定
者
>

日
時
　
二
月
二
士
(
日
(
水
)
午
後

一
時
三
し
分

会
場
　
い
ず
れ
も
区
役
所
七
階
会
議

室
糸
当
日
の
出
席
者
は
、
一
立
候
補
予

定
者
二
呂
以
内
に
制
限
し
ま
す
。

く
わ
し
く
は
、
選
挙
管
理
委
員
会

へ
ど
う
ぞ
。

□
旧
警
防
団
員
等
に

特
別
支
出
金
を
支
給

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
一
月
二
十

日
叮
-
七
戸
リ
り
せ
し
ま
し
た
が
、

今
回
申
謂
で
き
る
方
は
、
旧
警
防
団

令
に
よ
る
警
防
団
八
て

、
防
空
業
務

に
従
小
中
、
死
亡
、
ま
た
。は
陽
病
さ

れ
た
方
の
遺
族
、
ま
た
は
本
人
と
な

っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
旧
防
空
従

嘔
可
疾
幼
令
に
よ
る
扶
助
金
穴

改

正
節
口
峨
傷
病
名
戦
没
肴
遺
族
等
暖

撈
法
に
よ
る
爬
漫
才
つ
け
て
い
な
い

方
に
隕
り
ま
す
。

な
お
、
す
で
に
自
該
特
川
支
出
血

の
夊
給
金
つ
け
た
方
は
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

支
給
額
　
死
亡
驚
防
団
員

七
万
円

鳫
咽
警
防
団
員

五
行
円

申
請
期
限
　
二
月
二
十
(
口
(

全
)

申
請
場
所
　
区
役
所
防
災
課

問
い
合
わ
せ
は
、区
役
所
防
災
曜

ま
た
は
。
東
京
都
総
務
局
災
害
対
策

紘
企
画
課
(
　
こ

ニ
ー
五
ニ

ー

内
線
二
四
二
九
)
へ
ど
う
ぞ
。

□
町
区
域
の
変
更

日
本
に
宅
公
い
屈
で
叱
工
巾
の
北
然

飛
通
幸
『務
剛
地
内
の
舎
人
町
か
、
昭

和
四
卜
九
年
十
二
月
付
(
日
付
で
入

谷
町
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
、

く
わ
し
く
は
、区
役
所
総
務
係
へ

。

掲

示

板

■
愛
の
献
血
に

ご
協
力
を

二
月
の
移
動
献
血
日
程

一
回
(

木
)
中
川
北
小
学
校

古

百
(

水
)
第
七
中
学
校

十
九
日
(
水
)
竹
の
冢
駅
東
囗

二
十
一
日
(
金
)
第
-
0
九
出
張
所

二
十
五
日
(
火
)
花
畑
K
民
七
ン
タ

ニ
十
(
日
(
金
)
北
千
住
駅
西
口

時
間
は
、
い
ず
れ
も
午
前
十
昨
か

ら
午
後
三
時
ま
で
で
す
。

な
お
、午
前
十
一
時
三
十
分
?
午

後
○
時
三
十
分
ま
で
は
昼
食
休
憩
時

間
に
な
り
ま
す
。

■

豚

肉

の

産

地

直

送

▽
第
一
地
区
…
千
住
・
綾

瀬
地

区
(

日
光
街
道
以
東
)

二
月
十
二

日
・
二
十
六
日
(
水
)

▽
第
二
地
区
・
・
・
西
新
井
地
区
(
日
光

街
道
以
西
)

二
月
十
四
口
・
二

十
八
囗
(
色

ぷ
黄
色
の
た
れ
幕
の
あ
る
絽
合
劬
盟

汕
て
販
売
し
ま
す
。

たばこは区内で買いましょう

昨年度は

10億2千万円

たばこ消費税

が区にはいり

ま し た

本年度は1本に付78銭が区にはいります

■
東
部
交
通
公
園
を

改
修
工
事

東
乱
区
に
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
に
あ

る
交
通
公
園
は
、
跡
面
改
修
工
唄
の

た
め
次
の
期
問
は
使
用
で

き
ま

せ

ん
、

期
間
上
一
旦
(
日
采
)
乙
一
月
二

十
日
(
木
)
ま
で

■
野
球
チ
ー
ム
の

登
録
を
お
早
め
に

熬
耳
委
八
会
て
は

。
野
球
う
好
き

な
区
民
の
み
な
さ
ん
に
ぼ
営
迎
動
場

を
優
先
的
に
利
用
で
き
る
よ
う
チ
ー

ム
の
登
録
を
行
な
『
て
い
ま
す
。

し
か
し

。占
い
登
録
証
の
有
効
期

限
か
四
十
九
年
十
二
月
末
日
で
切
れ

て
い
ま
す
の
で
、
至
急
登
録
証
の
更

新
を
し
て
く
だ
さ
い
。

資
格
　
区
民
お
よ
ぴ
区
内
在
動
者
で

構
成
し
て
い
る
チ
ー
ム

登
録
方
法
　
チ
ー

ふ
の
代
表
者
か
休

育
課
そ
な
え
つ
け
の
用
紙
に
必
要

事
項
を
記
入
し
て
受
付
へ

※
な
8
'

登
録
し
て
い
な
い
チ
ー
ム

お
よ
ぴ
古
い
登
録
証
で
の
抽
せ
ん
会

へ
の
参
加
は
で
き
ま
せ
ん
。

登
録
お
よ
び
間
い
合
わ
せ
先
　
区
教

育
委
員
会
体
育
課
へ

。

■

電

気

・

ガ

ス

税

が

引

下

げ

ら

れ

ま

し

た

税
率
-
電
気
鰤
・
一
六
%
を
五
%
に
引

下
げ

ガ
ス
税
=
・
五
%
を
四
%
に

引
下
げ

免
税
点
―
`
気
税
・
・
半
二
百
円
を
二

千
円
に
引
上
げ

カ
ス
税
・・・
二
千

七
百
円
を
四
千
円
に
引
上
げ

※
な
お
、
共
同
住
宅
等
(
各
入
居
者

ご
と
に
メ
ー
タ
ー
の
つ
い
て
い
な
い

共
同
僅
宅
の
み
)
の
取
扱
い
は
、
本

年
一
月
以
降
次
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

し
た
。

共
同
住
宅
全
体
の
一
か
月
の
使
用

料
金
を
入
居
戸
数
で
除
し
た
額
を
、

各
入
居
者
個
々
の
使
用
科
金
と
み
な

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
判
断
し
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
適
用
を
受
け
る
た

め
に
は
、
契
約
名
義
人

蓊

主
)
か

ら
電
力
会
社
ま
た
は
カ
ス
会
社
に
対

し
て
所
定
の
申
し
出
を
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。

く
わ
し
く
は
'
£
寄
り
の
電
力
会

社
ま
た
は
カ
ス
会
社
で
お
た
す
ね
く

だ
さ
い
。

■
犬
を
飼
わ
れ
て

い
る
方
に

一
月
四
日
か
ら
都
内
で
捕
獲
さ
れ

た
全
て
の
犬
は
、
世
田
谷
犬
抑
留
所
　

(
世
田
谷
区
(
幡
山
一
〒
九
-
一
一

東
京
都
犬
管
理
事
務
所
西
部
管
理
事

務
所
)

に
一
括
し
て
集
め
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
气

皆
さ
ん
の
飼
い
犬
が
捕
獲
さ
れ
ま

す
と
、
返
避
を
受
け
る
た
め
に
世
田

谷
ま
で
出
向
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
放
し
飼
レ
そ

し
な
い
よ
う
ご
注
愆
。
三

さ
い
。

ま
た
最
近
犬
が
人
ふ一
咬
ん
だ
り
す

る
事
故
が
多
い
よ
う
で
す
の
で
、
こ

の
こ
と
に
も
十
分
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

● 区役所( 教育委員会を含む) 882- 1111　第二庁舎889- 6161　足立福祉事務所888- 3141　中部福祉事務所889- 1481　東部福祉事務所605- 7105　西部福祉事務所897- 5011



昭 和50 年2 月5 日 区 の お 知 ら せ 第342 号( 2)

住民税 申告書の書き方
ことしも"住民税(特別区民税・都民税

個人分) " の申告時期が近づいてまいりま
した。みなさんが、正しい申告をされるこ
とによって、適正な課税がなされるよう、
今回は、都・区民税の申告と、申告書の書
き方についてご説明します。

課税される方は
○ 50年1月1日現在区内に住み、前年中( 49
年中) に所帖のあった方
ただし、非課税に該当する方に除きます。

○ 区内に事務所や事業所、家屋敷などかあっ
て、区外に住んでいる方

申告 が必 要な 方は
○ 前年中に所得があった方。ただし、次に該
当する方は除かれます。

1. 所得税の確定申告をする方
2. 前年中の所得か給与所得だけで、勤務先

から区へ給与支払報告書か出された方
3. 前年巾の合計所得金額が基礎控除額、配
偶者控除額及び扶養控除額の合計翻以下の方
○ 事業所・事務所・家屍敷などがある方

提出期限と場所は
提出期限は3月15日です。期限まぎわはた
いへん混み合いますから、お早めに区役所、

区第二庁舎またはもよりの出張所へお出しく
ださい。なおみなさまの便宜をはがるため、
次のとおり課税課職員か出張受付けをけない

ますので、ご利用ください。
◎ 3 月11日( 火) 12 日( 水)
場所… 常東出張所・第3 出張所～第12出張所
◎ 3 月13日( 木) 14 日( 金)
場所…第13出張所～第20出張所、東綾瀬出張

所、東栗原出張所
※ 時間はいずれも午前9 時～午後4 時

計算の仕方は
①所得金額=収入金額- A必要経費-⑧事業
専従者控除額。

②課税標準額= 所得金額- ○ 所得控除
③⑨算出所得割額こ課税標準額× 税率
④差引所得割額= 算出所得割額一面税額控除
⑤特別区民税・都民税個人分= 差引所得割額

十均等割額( 区600 円、都100 円)

A必要経費
収入を得るために必要な経費です。販売し
た商品の原価、雇人費、減額償却費等。

B事業専従者控除額
事業専従者給勹額を収入金翻から差引かれ

ます。
胄色呼従者給与額……完全給与制
白色専従者… …次のうち、いずれか少ない
金額。120 万円n( 事業・不動産およ

び山林所得) ÷ ( 事業専従者の数+1)

C所得控除
次の種類かあり、これに該当する場合は、
所得金額から差引くこと力I ;てきます。

1. 雑撮控除… ( 拍害金額一保険金などでう
められた金額) - [ 所得金額× 1/ 10)
2. 医療費控除・・・( 支払った医療・医薬費の

総I鮭1-保険金でうめられた令額) - ( 所得金
額X5/ 100) ※ 所得金額X5/ 100が10万円

を超える場合は10万円とする。※ 控除額の最
高限度は100 万円です。
3. 社会保険料控除・・・49年巾支仏った金額
4. 小規模企業共済等掛金控除… 49年中支払

った金額。
5. 生命保険料控除……支払った保険料が
11 万5 千円以下…全額
B15, 001円～40, 000円… 衷払jべFj氛堕夥十

7, 5Gこ円
Ⅲ4 万円超…… 27, 500円
6. 障害者控除・・・13万円( 特別障害者は16万

円)
7. 老年者控除・・・( 65歳以上で49年中の合計

所得金額が500 万円以下の場合) 13 万円控除8.
寡(か)婦控除…… 13万円

9. 勤労学生控除…… 13万円
10. 配綢者控除…… 18万円

11. 扶養控除……
I 配偶者がいる場合
1 人目から14 万円

11配翩者がいない場合
1 人目16 万円

2 人目から14 万円
Ⅲ老人扶養親族16 万円
12. 基礎控除…… 18万円

※ 老年者年金特別控除… 公的年金等の収入
金額が60万円に満たない場合は、その収入金
額、60万円を超える場合は60万円。

D算出所得割額の出し方

別掲の速算表 〔課 税標準額× 税率 一速算 控

除 額〕により 計算した ものが算山 所 得 割 額

で、特別区民税分と都民 税個人分とを 別々 糺

計算し ます。

〔M 〕,深税; 1凖順が40 万円の場 介

40( ) ' 000円× 】j O- 3, 000円=9, 000円…特別

区民 税分

400, 000 円X1SQ 。8, 000 円・・・都民 税佃人分

E税額控除
算出断得割額から控除されるもので、爿9年

中に配当所得があった場合に控除されます。

その控除額は

◎ 特 別区民税分・・・配 当所 得金額の2. 0%

◎ 都民税個人分・・・配 当所得 金額の0. 8%

ただし、深税総所得金額、課税長期( 短期)

譲渡所得金額 の合 計額が1, 000 万円をこえ る

部分の配当所得金 額につ いては、 この率のそ

れぞ れ半分です。

算出所得割額速算表

◎ 先般、税制凋査会から答申が出 まし た の
で、今年も二部の所得控除額が引き上げにな

るものと思われます。

くわしくは課税課

へ「申告書 用紙」と
「申告書の手びき」

は2 月10日に発送します

以上で住民税の申告とその書き方の説明は
終わりますが、わからないところや、くわし

いことは、お手もとへお送りした「申告香の
手びき」( 確定申告予定者及び勤務先から給
与支払報告書が提出される方は、前述のよう

に住民税の申告は必要ありませんので、郵送
されません) をお読みくださるか、課税課へ
おたずねください。

所得税
確定申告はお早目に
税務署では、2 月17日( 月) から申告相談

に応じています。お気軽においでください。

□ 申告すれば
税金がもどる方

源泉徴収された税金や予定納税をした税金

が納め過ぎになっている人は、確定申告をし
て税金の還付を受けてください。
特に、次のような人は、税金か納め過ぎに

なっていないかどうかを確かめてください。
▽ 49年中の所得か少ない人で、利子や配当、
原稿料などの収入がある人

▽ サラリーマンで雑損控除や、医療費控除、

住宅取得控除などを受けることができる人
▽ サラリーマンで年の中途で退職し、その後
就職しなかったため年末調整を受けなかっ
た人

還付を受けるための確定申告書の提出は、2

月15日( 土) 以前でも受付けますから、な
るべく早く申告して税金の還付を受けてくだ

さい。
税務署では、「還付申告の相談コーナー」

を設けて、申告期|竭前でも受付けていますか
らお早めにご利用ください。

□ 申告が必要な方

◎ 一般の人の場合
49年中の所得金額が、基礎控除額( 232,
500円) 、配叫者控除額( 232, 500円) 、扶養
銘9( 212 橘 諾) その他の所得控除額の

合計額よりも多い人は申告をしなければなり
ません。
◎ 給与所得者の場合

大部分の人は申告する必要はあ り ませ ん

が、次のいずれかにあたる人は、申告をしな
ければなりません。

▽ 49年中の給与の収入が800 万円をこえる人
▽ 給与所得以外の所得が10万円をこえる人
▽ 同族会社の役員などで、その会社から給与

のほかに土地建物などの賃貸料、貸付金の
利子などの支払いを受ける人
▽ 給与を2 か所以上から受けている人

□ 譲渡所得の申告
譲渡所 得かあると見込 まれる方には、 確定

申告書( 分 離課税用) と「 譲渡内容につ いて

のお尋ね」を 同封送付し てあります。

この厂お尋 ね亅は、後日、 譲渡所得 の計算 内

容など につ いてご照会し、 またはご説明を い

ただ く手数 を省きたいため のものですから 、

「お尋 ね」 に関係事項を 記入して確定申 告書

に添付し て提出して くだ さい。

譲渡所得 の申告手続 につ いて、税務 署にご

相談 のうえ提出したい と希望され る方は、 ご

来 署の際、 でき るだけ「お 尋ね」に関 係事 項を

ご記入 のうえ、不動産 の売買契約書 または、

売波し のわかる書 類、 売渡の費用 の領収証、

売った物件 の取得価 額のわかる書類 とともに

ご持 参ください。

□ 国税・地方税の
共同説明会

所得税、住民税の申告書の書きかたなどに

ついて、次の日程で説明会を閧催し ますか
ら、お近くの会場へおいでください。

時間は、いずれも午後1 時30分からです。

センター・児童館・老人館 だより

□
東
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
六
〇
五
-
七
一
〇
一

■
ペ
ー
パ
ー
ク
ラ
フ
ト
教
室
-
十
二
日
(
水
)
午
後
一
時
=
・
材
科
費

七
白
円
■
手
芸
教
室
―
十
九
日
(
水
)
午
後
一
時
・
・
・
材
料
賢
千
八

百
円
(
押
絵
)
八
百
円
(
は
り
絵
)

□
中
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
八
九
-
四
六
六
}

■
老
人
無
料
指
圧
-
十
四
日
(
金
)
午
前
十
時
一
老
人
健
康
相
談

1
十
九
日
(
水
)
午
後
一
時
三
十
分

■
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
ー
五
日

・
十
二
日
・
十
九
日
(
水
)
午
後
三
時

□
西
部
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
九
七
-
五
〇
一
六

■
老
人
指
圧
マ
ッ
サ
ー
ジ
ー
ニ
十
百
(

金
)
午
前
九
時

■
老
人

健
康
相
談
i
十
八
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

■
児
童
映
画
会一

九
日
(
日
)
午
後
二
時
三
十
分

□
千
住
区
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
　
八
八
二
-
二
七
六
五

■
子
ど
も
マ
ン
ガ
映
画
大
会
丿
九
日
(
日
)
午
後
一
時
三
十
分

■

老
人
健
康
相
談
-
十
八
日
(
火
)
午
後
一
時
三
十
分

□
西
伊
興
児
童
館
　
　
　
　
　

　
八
九
七
上
(
九
四
八

■
卓
球
月
例
会
1
九
日
(
日
)
午
後
二
時

■
子
ど
も
映
回
会
-
十

五
日
(
土
)
午
後
三
時

□
新
田
児
童
館
・
老
人
館
　
　

　
九
一
二
-
三
四
ニ
ー

■
老
人
将
棋
大
会
-
二
十
三
日
(
日
)
午
前
十
時
三
十
分
・
=
定
員
三

十
二
名
、
申
込
み
は
八
日
(
土
)
か
ら

□
千
住
あ
ず
ま
児
童
館
・
老
人
館
　
八
八
二
-
一
二
一
八

■
体
換
あ
そ
び
I
六
日
・
二
十
日
(
木
)
午
後
二
時
一
子
ど
も
映

画
会
-
八
日
(
土
)
午
後
二
時

■
オ
ル
ガ
ン
教
案
-
十
八
日
(
火
)

午
後
二
時

□
教
育
セ
ン
タ
ー
　
　
　
　
　

　
八
五
〇
-
八
八
〇
一

■
プ
ラ
ネ
タ
リ
ウ
ム
一
般
投
影
1
毎
週
木
曜
日
―

午
後
六
時
三
十
分

毎
週
十
曜
日
―

午
後
一
時
三
十
分
、
午
後
三
時
、
午
後
六
時
三
十
分

□
花
畑
区
民
セ
ン
タ
ー
　
　
　

　
八
五
〇
-
二
六
一
七

■
映
画
会
-
二
十
三
日
(
日
)
午
前
十
時
・
午
後
二
時
よ
忍
ぶ
川
」■

子
ど
も
オ
セ
ロ
大
会
一
八
日
(
土
)
午
後
二
時
■
子
ど
も
映
画

会一
十
五
日
(
土
)
午
後
三
時

〔
申
込
み
と
く
わ
し
い
こ
と
は
、一
接
各
施
設
の
事
務
室
へ
〕

■ 固定資産税・都市計画税第4 期分の納期限は2 月28日です　　■ 個人事業税の申告受付期間は2 月17日から3 月15日 までです N・NO・Y　214, 000


